
新潟市工事確認実施要領 新旧対照表 

改正後 現行 備考 

（対象） 

第２条 対象は、１件の当初設計金額が４００万円を超え

１，０００万円未満のものとする。 

第３条～第６条 （略） 

（略） 

附 則 

この要領は、令和７年７月１５日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の規定は、この要領の施行の日以降に工事履 

行届を受理したものから適用する。 

 

別記様式第１号（第４条第２項関係） 

 有 無     内  容 

不適格事項    

工事事故    

別記様式第２号（第４条第２項関係） 

 有 無     内  容 

不適格事項    

工事事故    

 

 

（対象） 

第２条 対象は、１件の当初設計金額が４００万円を超え

５００万円未満のものとする。 

第３条～第６条 （略） 

（略） 

附 則 

この要領は、令和７年７月１５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１号（第４条第２項関係） 

 

 

 

別記様式第２号（第４条第２項関係） 

 

 

 


